
 

訪問看護サービス契約書 （医療保険用） 

 

         様（以下「利用者」といいます）と、指定訪問看護事業者である たちか

わ訪問看護ステーション（以下「事業者」といいます）は、事業者が利用者に対して行う

訪問看護サービスについて、次の内容にて契約を締結します。 

 

 第 1 条（契約の目的） 

事業者は、後期高齢者医療制度等の関係法令及びこの契約書に従い、利用者に対し療養

上の世話又は診療の補助をその内容とした訪問看護サービスを提供し、利用者は、事業者

に対し、そのサービスに対する料金を支払います。  

 

第 2 条（契約期間） 

この契約の期間は、契約締結の日から利用者の終了意思が表示されるまでの期間としま

す。ただし、第 8 条に定める契約の終了行為があった場合は、その定める日までとします。  

 

第 3 条（訪問看護計画）  

１ 事業者は、利用者の日常生活の状況及び希望を踏まえて、「訪問看護計画」を作成しま

す。事業者はこの「訪問看護計画」を作成した場合は、利用者に説明致します。  

２ 事業者は、利用者がサービスの内容や提供方法等の変更を希望する場合は、速やかに

「訪問看護計画」の変更等の対応を行います。  

３ 緊急時の訪問看護体制は整えてありますので、24 時間いつでもご連絡いただけます。

又、その状況により必要時の訪問を致します。 

 

第 4 条（サービス提供の記録等）  

１ 事業者は、サービスを提供した際には、あらかじめ定めた「訪問看護記録シート」等

の書面に必要事項を記入し、利用者の確認を受けることとします。  

２ 事業者は、「訪問看護記録シート」等の記録を作成した後 5年間はこれを適正に保存し

ます。又、法的に必要な時は利用者の求めに応じてその写しを交付致します。 

 

第 5 条（利用者負担金及びその滞納） 

１ サービスに対する利用者負担金は、別紙「重要事項説明書」に記載する通りとします。

尚、利用者負担金は関係法令に基づいて決められているものであるため、契約期間中にこ

れが変更になった場合は、関係法令に従って改定後の金額が適応されます。  

２ 利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を 2 ヶ月分以上滞納した

場合は、事業者は 1 ヶ月以上の期間を定めて、期間満了までに利用者負担金を支払わない

場合には契約を解除する旨の催告をすることができます。  

３ 事業者は、前項に定める期間が満了した場合には、この契約を文章により解除するこ



 

とができます。  

 

第 6 条（利用者の解約権） 

 利用者は、事業者に対しいつでもこの契約を解除することができます。 

 

第 7 条（事業者の解除権） 

 事業者は、利用者の著しい不信行為により契約の継続が困難となった場合は、その理由

を記載した文書により、この契約を解除することができます。 

 

第 8 条（契約の終了）  

次のいずれかの事由が発生した場合は、この契約は終了するものとします。 

 １ 第 6 条の規定により利用者から解除の意思表示がなされ、予告期間が満了した時。 

 ２ 第 7 条の規定により事業者から契約解除の意思表示がなされた時。 

 ３ 次の理由で利用者にサービスを提供できなくなった時 。 

（１）利用者が医療施設に入院した場合（３ヶ月以上継続）。 

 （２）利用者が死亡した場合。 

 

第 9 条（損害賠償） 

 事業者は、サービスの提供に伴って利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合は、

その損害を賠償致します。 ただし、自らの責めに帰すべき事由によらない場合にはこの

限りではありません。 

 

第 10 条（個人情報保護）  

１ 事業者は、サービスを提供する上に知り得た利用者及びその家族に関する秘密・個人

情報については、利用者または第三者の生命、身体等に危険がある場合等正当な理由があ

る場合を除いて、契約中及び契約終了後、第三者に漏らすことはありません。 

２ あらかじめ文章により利用者や家族の同意を得た場合、前項の規定に関わらず、一定

の条件の下で個人情報を利用できるものとします。  

 

第 11 条（苦情対応）  

１ 利用者は提供されたサービスに対して苦情がある場合には、事業者、市町村又は国民

健康保険団体連合会に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。 

２ 事業者は、苦情対応の窓口責任者及びその連絡先を明らかにすると共に、苦情の申し

立て又は相談があった場合には、迅速かつ誠実に対応します。 

３ 事業者は、利用者が苦情申し立て等を行ったことを理由として何らの不利益な取り扱

いをすることはありません。 

第 12 条（契約外条項等） 

１ この契約及び後期高齢者医療制度等の関係法令で定められていない事項については、



 

関係法令の趣旨を尊重し、利用者と事業者の協議により定めます。 

２ この契約書は、後期高齢者医療制度に基づくサービスを対象としたものですので、利

用者がそれ以外のサービスを希望する場合には、別途契約するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

以上のとおり、訪問看護サービスに関する契約を締結します。 

上記契約を証明するため、本書２通を作成し、利用者及び事業者の双方が記名・押印の上、

それぞれ１部ずつ保有します。 

 

令和  年  月  日 

 （利用者）私は、この契約内容に同意し、サービスの利用を申し込みます。 

また、第１０条に定める利用者の個人情報の使用について、同意します。 

利 用 者   住 所 

 

           氏 名                   印 

 

（代理人）私は、利用者本人の契約の意思を確認の上、本人に代わり、上記署名を行い

ました。 

署名代行者  住 所 

 

氏 名                   印 

 

本人との続柄 

 

 （事業者）私は、利用者の申込みを受諾し、この契約書に定める各種サービスを、誠実

に責任をもって行います。 

事 業 者   住 所 長岡市大字日越３３７番地 

事業者 医療法人立川メディカルセンター 

   たちかわ訪問看護ステーション 

代表者職・氏名 理事長 吉井 新平     印 

 

 （立会人）私は、（※        ）として、この契約に立ち会いました。 

住 所 

 

氏 名                   印 

                     ※ 利用者との続柄を御記入下さい 

 （家族代表）私は、第１０条に定める利用者の家族の個人情報の使用について、同意し

ます。 

家族代表   住 所 

 

氏 名                   印 



 

訪問看護・介護予防訪問看護 

契約書別紙（兼重要事項説明書） 

  あなた（利用者）に対するサービスの提供開始にあたり、新潟県条例の規定に基づき、当事業者

があなたに説明すべき重要事項は、次のとおりです。 

 

１．事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 医療法人立川メディカルセンター 

主たる事務所の所在地 〒940-8621 新潟県長岡市旭岡１丁目２４番地 

代表者（職名・氏名） 理事長 吉井 新平 

設立年月日 平成８年１月１日 

電話番号 ０２５８－３３－３１１１ 

 

２．ご利用事業所の概要 

 ご利用事業所の名称 たちかわ訪問看護ステーション 

サービスの種類 訪問看護・介護予防訪問看護 

事業所の所在地 〒940-2138 新潟県長岡市大字日越３３７番地 

電話番号 ０２５８－４７－８５１８ 

指定年月日・事業所番号 平成１１年１０月１日指定 １５６０２９００３１ 

管理者の氏名 布川 元子 

通常の事業の実施地域 長岡市 

 

３．事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

要介護又は要支援状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り

居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及

び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、居宅

サービス又は介護予防サービスを提供することを目的とします。 

運営の方針 

事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他

関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の

保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要介護

状態の軽減や悪化の防止、もしくは要介護状態となることの予防のため、

適切なサービスの提供に努めます。 

 

４．提供するサービスの内容 

訪問看護（又は介護予防訪問看護）は、病状が安定期にある利用者について、保健師、看護師、

准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「訪問看護職員」といいます)がそのお宅

を訪問して療養上の世話や必要な診療の補助を行うことにより、利用者の療養生活を支援し、心身

の機能の維持回復を図るサービスです。 

 



 

５．営業日時 

営業日 

 月曜日から金曜日まで 

 ただし、祝祭日、年末年始（１２月３１日から１月３日）及びお盆（８月１３

日午後）を除きます。 

営業時間 

午前８時３０分から午後５時まで 

ただし、利用者の希望に応じて、サービスの提供については、24時間対応可

能な体制を整えるものとします。 

 

６．事業所の職員体制 

従業者の職種 勤務の形態・人数 

看 護 師 常勤   人 非常勤   人 

理学療法士 常勤   人 非常勤   人 

作業療法士 常勤   人 非常勤   人 

 

７．サービス提供の担当者 

 あなたへのサービス提供の担当職員(訪問看護職員)及びその管理責任者は下記のとおりです。 

担当職員の交替を希望する場合は、できる限り対応しますので、管理者までご連絡ください。 

 サービス利用にあたってご不明な点やご要望などありましたら、何でもお申し出ください。 

訪問看護職員の氏名 （資格：     ）   

管理責任者の氏名   管 理 者     布川 元子 

 

８．利用料 

 あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、あなたからお支払い

いただく「利用者負担金」は、原則として基本利用料の１割の額（一定以上の所得のある方は２～

３割（平成 30 年 8月から））です。ただし、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用

する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。 

（１）訪問看護の利用料   

【基本部分】 

 ＜保健師、看護師が行う訪問看護＞ 

サービスの内容 

      

１回あたりの所要時間 

基本利用料 

※（注１）参照 

利用者負担金（自己負担額1割の場合） 

（＝基本利用料の１割） 

※（注２）参照 

２０分未満 ３,１４０円 ３１４円 

２０分以上３０分未満 ４,７１０円 ４７１円 

３０分以上１時間未満 ８,２３０円 ８２３円 

１時間以上１時間３０分未満 １１,２８０円 １,１２８円 

  



 

＜理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が行う訪問看護＞ 

 

サービスの内容 

   

基本利用料 

※（注１）参照 

利用者負担金（自己負担

額1割の場合） 

（＝基本利用料の１割） 

※（注２）参照 

１回あたり２０分 

※ ３回以上の場合 

２,９４０円 

２,６４０円 

    ２９４円 

２６４円 

 

（注１）上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合

は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利

用料を書面でお知らせします。 

（注２）上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合

は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。 

【加算】 

 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

加算の種類 加算の要件 

加算額 

基本利用料 

利用者負担金

（自己負担額

1割の場合） 

夜間・早朝、 

深夜加算 

夜間（１８時～２２時）又は早朝（６時～

８時）にサービス提供する場合 
上記基本利用料の２５％ 

深夜（２２時～翌朝６時）にサービス提供

する場合 
上記基本利用料の５０％ 

複数名訪問加算Ⅰ 

１人の利用者に対して、複数の看護師等が

同時に３０分未満の訪問看護を行った場合 

（１回につき） 

２,５４０円 ２５４円 

１人の利用者に対して、複数の看護師等が

同時に３０分以上の訪問看護を行った場合 

（１回につき） 

４,０２０円 ４０２円 

複数名訪問加算Ⅱ 

１人の利用者に対して、看護師等が看護補

助者と同時に３０分未満の訪問看護を行っ

た場合（１回につき） 

２,０１０円 ２０１円 

１人の利用者に対して、看護師等が看護補

助者と同時に３０分以上の訪問看護を行っ

た場合（１回につき） 

３,１７０円 ３１７円 

長時間訪問看護加算 

特別な管理を必要とする利用者に対して１

時間３０分以上の訪問看護を行った場合 

（１回につき） 

３,０００円 ３００円 

中山間地域等に 

居住する者への 

サービス提供加算 

中山間地域（＝新潟県の場合は全域）にお

いて、通常の事業の実施地域以外に居住す

る利用者へサービス提供した場合 

上記基本利用料の５％ 

初回加算Ⅰ 

新規の利用者に対して、退院・退所当日に

看護師が初回の訪問看護を行った場合 

(１月につき) 

３,５００円 ３５０円 

初回加算Ⅱ 

新規の利用者に対して、初回の訪問看護を

行った場合 

(１月につき) 

３,０００円 ３００円 



 

退院時共同指導加算 
退院又は退所につき1回（特別な管理を必要

とする者の場合２回）に限り 
６,０００円 ６００円 

看護・介護職員連携

強化加算 

当該加算の支援を行った場合 

（１月に１回に限り） 
２,５００円 ２５０円 

看護体制強化加算Ⅱ 
当該加算の体制を満たす場合 

（１月につき） 
２,０００円 ２００円 

口腔連携強化加算 

口腔の健康状態の評価を実施した場合にお

いて、利用者の同意を得て、歯科医療機関

および介護支援専門員に対し、評価結果を

情報提供した場合（１月に１回に限り） 

５００円 ５０円 

緊急時訪問看護加算

Ⅰ 

利用者又はその家族等から電話等により看

護に関する意見を求められた場合に常時対

応できる体制にあり、看護業務の負担軽減

に資する十分な業務管理等の体制が整備さ

れている場合（１月につき） 

６,０００円 ６００円 

特別管理加算Ⅰ 特別な管理を必要とする利用者に対し、サ

ービスの実施に関する計画的な管理を行っ

た場合（１月につき） 

５,０００円 ５００円 

特別管理加算Ⅱ ２,５００円 ２５０円 

ターミナルケア加算 
利用者の死亡日前１４日以内に２回以上タ

ーミナルケアを行った場合(当該月につき) 
２５,０００円 ２,５００円 

サービス提供体制 

強化加算Ⅰ 

 

当該加算の体制・人材要件を満たす場合 

（１回につき）  

訪問看護ステーション、病院又は診療所の

場合 

 

６０円 

 

６円 

当該加算の体制・人材要件を満たす場合 

（１回につき）  

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

と連携する場合 

５００円 ５０円 

 
【減算】 

 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分から減算されます。 
 

減算の種類 減算の要件 減算額 

事業所と同一建物に

居住する利用者等へ

のサービス提供減算 

以下のいずれかの利用者にサービスを行う

場合 

ⅰ事業所と同一の敷地内又は隣接する敷地

内の建物に居住する利用者 

ⅱ上記以外の範囲に所在する建物に居住す

る利用者（当該建物に居住する利用者の人

数が1月あたり20人以上の場合） 

上記基本利用料の１０％ 

ⅰについて居住する利用者の人数が1月あた

り50人以上の場合 
上記基本利用料の１５％ 

高齢者虐待防止措置

未実施減算 

虐待の発生又はその再発を防止するための

措置が講じられていない場合 
上記基本利用料の１％ 

業務継続計画未策定

減算 

感染症若しくは災害のいずれか又は両方の

業務継続計画が未実施の場合 
上記基本利用料の１％ 

 



 

（２）介護予防訪問看護の利用料  

【基本部分】 

 ＜保健師、看護師が行う訪問看護＞ 

サービスの内容 

      

１回あたりの所要時間 

基本利用料 

※（注１）参照 

利用者負担金（自己負担

額1割の場合） 

（＝基本利用料の１割） 

※（注２）参照 

２０分未満 ３,０３０円 ３０３円 

２０分以上３０分未満 ４,５１０円 ４５１円 

３０分以上１時間未満 ７,９４０円 ７９４円 

１時間以上１時間３０分未満 １０,９００円 １,０９０円 

 

 ＜理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が行う訪問看護＞ 

 

サービスの内容 

   

基本利用料 

※（注１）参照 

利用者負担金（自己負担

額1割の場合） 

（＝基本利用料の１割） 

※（注２）参照 

１回あたり２０分 

※ ３回以上の場合 

２,８４０円 

１,４２０円 

２８４円 

１４２円 

 

（注１）上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合

は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利

用料を書面でお知らせします。 

（注２）上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合

は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。 

 

【加算】 

 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

加算の種類 加算の要件 

加算額 

基本利用料 

利用者負担金

（自己負担額

1割の場合） 

夜間・早朝、 

深夜加算 

夜間（１８時～２２時）又は早朝（６時～

８時）にサービス提供する場合 
上記基本利用料の２５％ 

深夜（２２時～翌朝６時）にサービス提供

する場合 
上記基本利用料の５０％ 

複数名訪問加算Ⅰ 

１人の利用者に対して、複数の看護師等が

同時に３０分未満の訪問看護を行った場合 

（１回につき） 

２,５４０円 ２５４円 

１人の利用者に対して、複数の看護師等が

同時に３０分以上の訪問看護を行った場合 

（１回につき） 

４,０２０円 ４０２円 



 

複数名訪問加算Ⅱ 

１人の利用者に対して、看護師等が看護補

助者と同時に３０分未満の訪問看護を行っ

た場合（１回につき） 

２,０１０円 ２０１円 

１人の利用者に対して、看護師等が看護補

助者と同時に３０分以上の訪問看護を行っ

た場合（１回につき） 

３,１７０円 ３１７円 

長時間訪問看護加算 

特別な管理を必要とする利用者に対して１

時間３０分以上の訪問看護を行った場合 

（１回につき） 

３,０００円 ３００円 

中山間地域等に 

居住する者への 

サービス提供加算 

中山間地域（＝新潟県の場合は全域）にお

いて、通常の事業の実施地域以外に居住す

る利用者へサービス提供した場合 

上記基本利用料の５％ 

初回加算Ⅰ 

新規の利用者に対して、退院・退所当日に

看護師が初回の訪問看護を行った場合 

(１月につき) 

３,５００円 ３５０円 

初回加算Ⅱ 

新規の利用者に対して、初回の訪問看護を

行った場合 

(１月につき) 

３,０００円 ３００円 

退院時共同指導加算 
退院又は退所につき1回（特別な管理を必要

とする者の場合２回）に限り 
６,０００円 ６００円 

口腔連携強化加算 

口腔の健康状態の評価を実施した場合にお

いて、利用者の同意を得て、歯科医療機関

および介護支援専門員に対し、評価結果を

情報提供した場合（１月に１回に限り） 

５００円 ５０円 

緊急時訪問看護加算

Ⅰ 

利用者又はその家族等から電話等により看

護に関する意見を求められた場合に常時対

応できる体制にあり、看護業務の負担軽減

に資する十分な業務管理等の体制が整備さ

れている場合（１月につき） 

６,０００円 ６００円 

特別管理加算Ⅰ 特別な管理を必要とする利用者に対し、サ

ービスの実施に関する計画的な管理を行っ

た場合（１月につき） 

５,０００円 ５００円 

特別管理加算Ⅱ ２,５００円 ２５０円 

サービス提供体制 

強化加算Ⅰ 

 

当該加算の体制・人材要件を満たす場合 

（１回につき）  

訪問看護ステーション、病院又は診療所の

場合 

 

６０円 

 

６円 

 

 

 

【減算】 

 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分から減算されます。 
 

減算の種類 減算の要件 減算額 

長期利用減算 

利用を開始した日の属する月から起算し 

て12月を超えた期間に理学療法士、作業 

療法士及び言語聴覚士がサービスを提供 

する場合（１回につき） 

５０円 ５円 



 

事業所と同一建物に

居住する利用者等へ

のサービス提供減算 

以下のいずれかの利用者にサービスを行う

場合 

ⅰ事業所と同一の敷地内又は隣接する敷地

内の建物に居住する利用者 

ⅱ上記以外の範囲に所在する建物に居住す

る利用者（当該建物に居住する利用者の人

数が1月あたり20人以上の場合） 

上記基本利用料の１０％ 

ⅰについて居住する利用者の人数が1月あた

り50人以上の場合 
上記基本利用料の１５％ 

高齢者虐待防止措置

未実施減算 

虐待の発生又はその再発を防止するための

措置が講じられていない場合 
上記基本利用料の１％ 

業務継続計画未策定

減算 

感染症若しくは災害のいずれか又は両方の

業務継続計画が未実施の場合 
上記基本利用料の１％ 

 

（３）キャンセル料 

 利用予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料をいた

だきます。ただし、利用者の体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセ

ル料は不要とします。 

キャンセルの時期 キャンセル料 

利用予定日の前日 利用者負担金の５０％の額 

利用予定日の当日 利用者負担金の１００％の額 

 （注）利用予定日の前々日までのキャンセルの場合は、キャンセル料不要です。 

 

（４）支払い方法 

 上記（１）から（３）までの利用料（利用者負担分の金額）は、１ヶ月ごとにまとめて、翌月

１０日過ぎに請求しますので、次の方法によりお支払いください。なお、利用者負担金の受領に

関わる領収書等については、利用者負担金の支払い時にお渡しします。 

支払い方法 支払い要件等 

現金払い 
サービスを利用した月の翌月の月末（休業日の場合は直前の営業日）

までに、現金でお支払いください。 

 

９．緊急時における対応方法 

サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、必要に応じ

て臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに下記の主治医へ連絡を行い、指示を求める等、必

要な措置を講じます。 

利用者の主治医 

医療機関の名称     

氏名 

所在地         

電話番号 

 

緊急連絡先 

（家族等） 

氏名（利用者との続柄） 

電話番号 

            （     ） 

 

 



 

１０．事故発生時の対応 

 サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援専門員

（又は地域包括支援センター）及び市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

 

１１．苦情相談窓口 

（１）サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。 

事業所相談窓口 
電話番号  ０２５８－４７－８５１８ 

面接場所 当事業所の相談室  管理者 布川 元子 

（２）サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。 

苦情受付機関 
長岡市介護保険課 電話番号  ０２５８－３９－２２４５ 

 新潟県国民健康保険団体連合会 電話番号  ０２５－２８５－３０２２ 

 

１２．虐待の防止 

 事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げる通り必要な措置を講じま

す。 

（１）虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し職員に周知徹底を図ります。 

（２）虐待の防止のための指針を整備しています。 

（３）従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を定期的に実施しています。 

（４）虐待防止措置を適正に実施するための担当者及び責任者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者・責任者   管理者  布川 元子 

（５）サービス提供中に、当該事業者職員または養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）

による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。 

 

１３．衛生管理等 

 事業所において感染症等が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

（１）訪問看護職員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

（２）事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

（３）事業所における感染症等の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね

6か月に 1回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底しています。 

（４）事業所における感染症等の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

（５）従業者に対し感染症等の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

１４．業務継続計画の策定等 

（１）感染症等や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施

するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、

当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

（２）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実

施します。 

（３）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

１５．ハラスメント 

 事業者は、職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメントの防止



 

に向け取り組みます。 

（１）事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を

超える下記の行為は組織として許容しません。 

・身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為 

・個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為 

・性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為 

上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族等が対象となります。 

（２）ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議等に

より、同時案件が発生しない為の再発防止策を検討します。 

（３）職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。また、

定期的に話し合いの場を設け訪問看護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めます。 

（４）ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対

する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。 

 

１６．サービスの利用にあたっての留意事項 

 サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。 

（１）サービス提供の際、訪問看護職員は次の業務を行うことができませんので、あらかじめご了

解ください。 

   ・各種支払いや年金等の管理、金銭の貸借など、金銭に関する取扱い 

（２）訪問看護職員に対し、贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。 

（３）体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当

の介護支援専門員(又は地域包括支援センター)又は当事業所担当者へご連絡ください。 

（４）訪問看護の一環としてのリハビリテーションである場合、看護職員の代わりに理学療法士等

が訪問をさせて頂くことがあります。 

（５）災害時はいったん訪問を休止させていただくことがあります。また訪問中の場合は、利用者、

家族の安全確保に努め、私たちも速やかに安全なところに避難させていただく場合があります

のでご了承ください。 

（６）当事業所は看護学生及び訪問看護実習を要する者の同行訪問を行っております。 

  訪問看護実習者は、訪問看護実習を通し、知り得た情報等の個人情報の取り扱いについて、各

学校、当事業所で十分注意するよう指導を行っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   令和    年     月     日 

 

事業者は、利用者へのサービス提供開始にあたり、上記のとおり重要事項を説明しました。 

事 業 者  所在地  長岡市大字日越３３７番地 

事業者名 医療法人 立川メディカルセンター 

          たちかわ訪問看護ステーション 

代表者職・氏名  理事長 吉井 新平         印 

説明者職・氏名  管理者 布川 元子         印 

 

私は、事業者より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。 

また、この文書が契約書の別紙（一部）となることについても同意します。 

 

        利 用 者  住 所 

 

氏 名                   印 

 

署名代行者（又は法定代理人） 

住 所 

 

氏 名                 印 

 

本人との続柄 

 

        立 会 人  住 所 

 

氏 名                   印 

 

 


